
平
成
二
十
三
年
度
決
算
及
び
平
成
二
十
四
年
度
決
算

議
決

一
、
平
成
二
十
三
年
度
決
算
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
。

二
、
平
成
二
十
四
年
度
決
算
は
、
こ
れ
を
是
認
す
る
。

三
、
内
閣
に
対
し
、
次
の
と
お
り
警
告
す
る
。

内
閣
は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
結
果
を
本
院
に
報
告
す
べ
き
で
あ
る
。

１

平
成
二
十
三
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
不
当
事
項
等
の
指
摘
件
数
が
四
百
九
十
一
件
に
上
る
と
と
も
に
、
指
摘

金
額
が
五
千
二
百
九
十
六
億
円
と
二
十
一
年
度
に
次
い
で
過
去
二
番
目
と
な
り
、
二
十
四
年
度
の
指
摘
金
額
も
四
千
九
百

七
億
円
と
多
額
に
上
っ
て
い
る
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
我
が
国
の
財
政
が
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
中
、
本
院
の
再
三
に
わ
た
る
警
告
等
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多

額
に
上
る
不
適
正
な
公
費
支
出
が
後
を
絶
た
な
い
事
態
を
重
く
受
け
止
め
、
予
算
執
行
の
適
正
化
に
向
け
て
一
層
尽
力
す

る
と
と
も
に
、
本
院
に
お
け
る
決
算
審
査
の
内
容
を
十
分
反
映
さ
せ
た
予
算
編
成
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

２

政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
事
業
の
不
正
を
め
ぐ
っ
て
、
平
成
二
十
年
の
贈
収
賄
事
件
を
契
機
に
外
務
省
が
不
正
腐
敗

の
再
発
防
止
策
を
講
じ
た
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ト
ナ
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
Ｏ
Ｄ



Ａ
事
業
を
受
注
し
た
企
業
に
よ
る
外
国
公
務
員
へ
の
不
正
な
資
金
提
供
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ

る
。政

府
は
、
改
め
て
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
事
業
が
国
民
負
担
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
、
真
相
究
明
を
徹
底
的
に
行

い
、
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。
Ｏ
Ｄ
Ａ
事
業
が
今
後
適
正
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ま
で
の
不
正
腐
敗
再
発

防
止
策
の
抜
本
的
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
、
新
規
案
件
の
審
査
の
厳
格
化
、
執
行
監
視
体
制
の
強
化
、
贈
賄
企
業
へ
の
罰

則
強
化
等
の
不
正
防
止
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

３

国
等
が
補
助
金
等
を
支
出
し
て
い
る
大
学
等
研
究
機
関
の
公
的
研
究
費
の
不
適
正
な
会
計
経
理
に
関
し
、
本
院
は
平
成

二
十
二
年
度
決
算
警
告
決
議
の
ほ
か
、
数
次
に
わ
た
り
是
正
を
促
し
て
き
た
が
、
平
成
二
十
四
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お

い
て
も
、
預
け
金
や
プ
ー
ル
金
等
の
不
適
正
な
会
計
経
理
が
指
摘
さ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
こ
れ
ら
の
不
適
正
な
会
計
経
理
が
行
わ
れ
る
背
景
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
公
的
研
究
費
の
使
い
切
り
等
の
無
駄

を
排
除
し
つ
つ
、
公
的
研
究
費
制
度
の
一
層
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
二
十
六
年
二
月
に
改
正
さ
れ
た
研
究
機
関
に
お

け
る
公
的
研
究
費
の
管
理
・
監
査
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
着
実
に
実
施
さ
れ
、
不
適
正
な
会
計
経
理
が
発
生
し
な
い
よ
う
、

万
全
の
体
制
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。



４

厚
生
労
働
省
の
短
期
集
中
特
別
訓
練
事
業
に
関
し
、
そ
の
業
務
委
託
に
係
る
二
十
億
円
の
企
画
競
争
に
お
い
て
、
同
省

が
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
に
対
し
、
当
該
事
業
の
仕
様
書
案
を
公
示
前
に
提
示
し
、
説
明

し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
適
切
な
修
正
手
続
を
経
ず
に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
公
示
内
容
を
変
更
し
て
い
た
こ
と
な

ど
、
国
民
に
多
大
な
不
信
を
抱
か
せ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
企
画
競
争
の
特
性
に
鑑
み
て
、
契
約
の
透
明
性
及
び
公
平
性
が
よ
り
一
層
確
保
さ
れ
る
よ
う
再
発
防
止
に
取

り
組
む
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
契
約
の
相
手
方
が
所
管
の
法
人
と
な
る
可
能
性
が
高
い
場
合
に
は
、
国
民
の
疑
念
を
生
じ

さ
せ
な
い
よ
う
、
会
計
法
令
に
従
っ
た
厳
正
な
契
約
事
務
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

５

高
速
道
路
と
立
体
交
差
す
る
全
て
の
跨
道
橋
四
千
四
百
八
十
四
橋
の
う
ち
、
六
百
三
十
五
橋
で
こ
れ
ま
で
点
検
が
全
く

実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
五
百
四
十
八
橋
で
点
検
の
実
施
状
況
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
会
計
検
査
院
に
指

摘
さ
れ
た
ほ
か
、
供
用
期
間
の
長
い
路
線
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
剥
離
や
鉄
筋
の
腐
食
が
発
生
す
る
な
ど
、
高
速
道

路
施
設
の
維
持
管
理
等
に
関
す
る
問
題
が
顕
在
化
し
た
こ
と
は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
全
て
の
跨
道
橋
等
の
緊
急
点
検
結
果
を
速
や
か
に
公
表
し
、
必
要
な
補
修
等
を
行
う
と
と
も
に
、
点
検
体
制

の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
跨
道
橋
を
管
理
す
る
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
技
術
支
援
及
び
情
報



提
供
、
高
速
道
路
を
始
め
と
す
る
社
会
資
本
の
老
朽
化
対
策
の
実
施
に
係
る
優
先
順
位
の
設
定
等
を
併
せ
て
行
い
、
国
民

生
活
の
安
全
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

６

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
が
平
成
二
十
三
年
十
月
以
降
に
発
注
し
た
北
陸
新
幹
線
の
融

雪
・
消
雪
設
備
工
事
に
お
い
て
、
同
機
構
幹
部
が
入
札
前
に
業
者
側
に
未
公
表
の
予
定
価
格
を
漏
え
い
し
て
い
た
こ
と

が
、
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
入
札
談
合
等
関
与
行
為
と
認
定
さ
れ
、
関
係
者
が
検
察
庁
に
起
訴
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と

は
、
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
整
備
新
幹
線
の
建
設
に
対
し
て
二
十
三
、
二
十
四
両
年
度
に
千
四
百
十
二
億
円
の
国
費
が
投
入
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
本
件
の
事
実
関
係
の
検
証
や
具
体
的
な
再
発
防
止
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
同
機
構
に
業
務
の
見
直
し

及
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
向
上
を
図
ら
せ
、
国
民
の
信
頼
回
復
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

７

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
Ｊ
Ｒ
北
海
道
）
に
お
い
て
、
脱
線
事
故
や
車
両
事
故
が
相
次
い
で
発
生
し
て
お
り
、

レ
ー
ル
幅
が
基
準
値
を
大
幅
に
超
え
て
も
補
修
せ
ず
放
置
し
た
こ
と
、
検
査
デ
ー
タ
を
改
ざ
ん
し
て
国
土
交
通
省
に
報
告

し
た
こ
と
な
ど
、
安
全
に
対
す
る
意
識
が
全
社
的
に
欠
如
し
て
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

政
府
は
、
Ｊ
Ｒ
北
海
道
に
対
し
て
、
安
全
基
本
計
画
の
実
効
性
の
確
保
、
業
務
実
施
体
制
の
改
善
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン



ス
の
向
上
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
、
再
発
防
止
に
向
け
た
監
査
業
務
の
見
直
し
、
積
極
的
な
技
術
支
援
策
の
検

討
を
行
い
、
安
全
か
つ
安
定
し
た
鉄
道
輸
送
体
系
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。


